
備品借用申請書
（はこわな）
令和　　年　　月　　日
　　東近江市長　様

　　（生活環境課扱い）
 (設置者)

住　　　所　　東近江市　　　　　　　　　
氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（氏名を自署した場合は押印不要）
　　東近江市の下記備品を借り受けたいので申請します。
　　なお、はこわなの設置は、申請者が行います。

記

１　備品名　外来獣捕獲用　はこわな　１台　箱番号　　　　　　　　　番
２　使用期間　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
３　使用目的　特定外来獣等(アライグマ、ハクビシン、ヌートリア)の捕獲
４　その他
(1) 備品が破損した場合は、借用者が責任をもって修理してください。
(2) 借用中の事故については、設置者が責任を負うものとします。

(3) タヌキ、キツネ等の在来種を誤捕獲した場合は、責任をもって近くの山や河川敷などに速やか　
に放獣してください。
(4) 貸出日から１箇月以内に返却してください。
(5) 特定外来獣（ｱﾗｲｸﾞﾏ、ﾊｸﾋﾞｼﾝ、ﾇｰﾄﾘｱ）が捕まった場合、事前連絡の上、市役所までの運搬を借用者自身でお願いします。なお、土日祝日は市役所が休みの為、平日（午前８時30分から午後５時15分まで）に持込みをお願いします。







生活環境課





課　長





受　付





　　　　　　合　　　　　議








令和　　年　　月　　日　返却済

確認者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東近江市役所　環境部　生活環境課　TEL：0748-24-5633

